
 

津幡町国民健康保険税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

  令和８年３月１２日 

 

                          石川県津幡町長 矢 田 富 郎   

 

津幡町条例第７号 

津幡町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

津幡町国民健康保険税条例（昭和３４年津幡町条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項中「１００分の８．０５」を「１００分の９．１５」に改める。 

第５条中「３３，８００円」を「３９，０００円」に改める。 

第５条の２第１号中「２２，２００円」を「２５，５００円」に改め、同条第２号中

「１１，１００円」を「１２，７５０円」に改め、同条第３号中「１６，６５０円」を

「１９，１２５円」に改める。 

第６条中「１００分の２．５５」を「１００分の２．７」に改める。 

第７条中「１０，５００円」を「１１，５００円」に改める。 

第７条の２第１号中「７，０００円」を「７，５００円」に改め、同条第２号中「３，５００

円」を「３，７５０円」に改め、同条第３号中「５，２５０円」を「５，６２５円」に改める。 

第８条中「１００分の２．３９」を「１００分の２．４」に改める。 

第９条中「１２，２００円」を「１２，３００円」に改める。 

第９条の２中「５，９００円」を「６，０００円」に改める。 

第１２条第１項中「第１期 ４月１日から同月３０日まで」、「第２期 ５月１日から同月

３１日まで」及び「第３期 ６月１日から同月３０日まで」を削り、「第４期」を「第１期」

に、「第５期」を「第２期」に、「第６期」を「第３期」に、「第７期」を「第４期」に、

「第８期」を「第５期」に、「第９期」を「第６期」に、「第１０期」を「第７期」に、「第

１１期」を「第８期」に、「第１２期」を「第９期」に改める。 

第２１条及び第２２条を次のように改める。 

第２１条及び第２２条 削除 

第２３条第１項第１号ア中「２３，６６０円」を「２７，３００円」に改め、同号イ（ア）

中「１５，５４０円」を「１７，８５０円」に改め、同号イ（イ）中「７，７７０円」を



 

「８，９２５円」に改め、同号イ（ウ）中「１１，６５５円」を「１３，３８８円」に改め、

同号ウ中「７，３５０円」を「８，０５０円」に改め、同号エ（ア）中「４，９００円」を

「５，２５０円」に改め、同号エ（イ）中「２，４５０円」を「２，６２５円」に改め、同

号エ（ウ）中「３，６７５円」を「３，９３８円」に改め、同号オ中「８，５４０円」を

「８，６１０円」に改め、同号カ中「４，１３０円」を「４，２００円」に改め、同項第２

号ア中「１６，９００円」を「１９，５００円」に改め、同号イ（ア）中「１１，１００円」

を「１２，７５０円」に改め、同号イ（イ）中「５，５５０円」を「６，３７５円」に改め、

同号イ（ウ）中「８，３２５円」を「９，５６３円」に改め、同号ウ中「５，２５０円」を

「５，７５０円」に改め、同号エ（ア）中「３，５００円」を「３，７５０円」に改め、同

号エ（イ）中「１，７５０円」を「１，８７５円」に改め、同号エ（ウ）中「２，６２５円」

を「２，８１３円」に改め、同号オ中「６，１００円」を「６，１５０円」に改め、同号カ中

「２，９５０円」を「３，０００円」に改め、同項第３号ア中「６，７６０円」を「７，８００

円」に改め、同号イ（ア）中「４，４４０円」を「５，１００円」に改め、同号イ（イ）中

「２，２２０円」を「２，５５０円」に改め、同号イ（ウ）中「３，３３０円」を「３，８２５

円」に改め、同号ウ中「２，１００円」を「２，３００円」に改め、同号エ（ア）中「１，４００

円」を「１，５００円」に改め、同号エ（イ）中「７００円」を「７５０円」に改め、同号エ

（ウ）中「１，０５０円」を「１，１２５円」に改め、同号オ中「２，４４０円」を「２，４６０

円」に改め、同号カ中「１，１８０円」を「１，２００円」に改め、同条第２項第１号ア中

「５，０７０円」を「５，８５０円」に改め、同号イ中「８，４５０円」を「９，７５０円」

に改め、同号ウ中「１３，５２０円」を「１５，６００円」に改め、同号エ中「１６，９００

円」を「１９，５００円」に改め、同項第２号ア中「１，５７５円」を「１，７２５円」に

改め、同号イ中「２，６２５円」を「２，８７５円」に改め、同号ウ中「４，２００円」を

「４，６００円」に改め、同号エ中「５，２５０円」を「５，７５０円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の津幡町国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後の年度分の国民健康保険税に

ついて適用し、令和７年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 

 


